
1-(1)環境関係法令の体系 

る事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

特定工場における公害防止組織の整備に関する法

道路の沿道の整備に関する法律等

環境基本法

公害防止事業費事業者負担法、公害の防止に関す

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、

農薬取締法等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等

国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、幹線

悪臭防止法、化製場等に関する法律

ダイオキシン類対策特別措置法、特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律等

騒音規制法、道路運送車両法、航空法等

振動規制法等

工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関す

る法律

措置法、農薬取締法、海洋汚染及び海上災害の防

止に関する法律等

土壌汚染対策法、農用地の土壌の汚染防止等に関

する法律

大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染について定

めることとされている（環境基本法第16条）

大気汚染防止法、道路運送車両法、自動車から排

湖沼水質保全特別措置法、瀬戸内海環境保全特別

水質汚濁防止法、浄化槽法、下水道法、河川法、

出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法等

環境基本条例

環境基準の設定

排出等の規制

製造等の規制

廃棄物等の規制

土地利用等の規制

公害防止計画の策定

公害防止事業の推進

事業者の公害防止体制の整備

被害者の救済

紛争の処理

地球環境保全

大気汚染

水質汚濁

土壌汚染

騒    音

振    動

地盤沈下

悪    臭

化学物質

律

公害健康被害の補償等に関する法律、人の健康に

係る公害犯罪の処罰に関する法律等

公害紛争処理法

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律等

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

神奈川県環境影響評価条例等
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1-(2)神奈川県環境影響評価条例の概略

（１）環境アセスメントの対象事業

事業の種類 事業の種類

1 道路の建設 15 流通団地の造成

2 鉄道、軌道の建設 16 ダムの建設

3 鋼索鉄道､索道の建設 17 取水堰の建設

4 操車場､検車場の建設 18 放水路の建設

5 飛行場の建設 19 土石の採取

6 工場、事業場の建設 20 発生土処分場の建設

7 電気工作物の建設 21 墓地、墓園の造成

8 研究所の建設 22 住宅団地の造成

9 高層建築物の建設 23 学校用地の造成

10 廃棄物処理施設の建設 24 レクリエーション施設用地の造成

11 下水道終末処理場の建設 25 浄水施設及び配水施設用地の造成  

12 都市公園の建設 26 土地区画整理事業

13 工業団地の造成 27 公有水面の埋立て

14 研究所団地の造成 28 宅地の造成

（２）環境アセスメントの評価項目

評価項目 評価項目

1 大気汚染 11 気象

2 水質汚濁 12 水象

3 土壌汚染 13 地象

4 騒音・低周波空気振動 14 植物・動物・生態系

5 振動 15 文化財

6 地盤沈下 16 景観

7 悪臭 17 レクリエーション資源

8 廃棄物・発生土 18 温室効果ガス

9 電波障害 19 地域分析

10 日照阻害 20 安全
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